
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
層間接続手段を配設した基板材料と金属箔もしくは層間接続手段を配設した基板材料とコ
ア回路形成基板と圧力吸収手段を備えた金属箔を重ね合わせて積層物とする積層工程と、
前記積層物を一体化する熱プレス工程とを備え、
前記圧力吸収手段は、基板材料に面する側の反対側の金属箔の表面に形成されている粗化
構造のものであることを特徴とする回路形成基板の製造方法。
【請求項２】
基板材料に面する側の表面粗さは、粗化構造の粗さより大であることを特徴とする請求項
１に記載の回路形成基板の製造方法。
【請求項３】
熱プレス工程の後に金属箔に配設した圧力吸収手段を除去する工程を備えたことを特徴と
する請求項１に記載の回路形成基板の製造方法。
【請求項４】
層間接続手段は、基板材料に設けられたビア穴に導電性ペーストを充填して構成されたも
のであることを特徴とする請求項１に記載の回路形成基板の製造方法。
【請求項５】
請求項１に記載の回路形成基板の製造方法を用いて製造しかつ回路を有する回路形成基板
を準備する工程と、
前記回路形成基板の上下に層間接続手段を配設した基板材料と金属箔とを重ね合わせて積
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層物を形成する工程と、
前記積層物を一体化する熱プレス工程とを備えたことを特徴とする回路形成基板の製造方
法。
【請求項６】
基板材料と金属箔を積層し熱プレス工程で一体化して構成される回路形成基板に用いる金
属箔を主体とする材料であって、前記金属箔に圧力吸収手段を備え、
前記圧力吸収手段は、基板材料に面する側の反対側の金属箔の表面に形成されている粗化
構造のものであることを特徴とする回路形成基板の製造用材料。
【請求項７】
基板材料に面する側の表面粗さは、粗化構造の粗さより大であることを特徴とする請求項
６に記載の回路形成基板の製造用材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種電子機器に利用される回路形成基板の製造方法および回路形成基板の製
造用材料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電子機器の小型化・高密度化に伴って、電子部品を搭載する回路形成基板も従来
の片面基板から両面、多層基板の採用が進み、より多くの回路および部品を基板上に集積
可能な高密度基板が開発されている。
【０００３】
　従来例について図４を用いて以下に説明する。
【０００４】
　図４（ａ）に示す基板材料１２は、回路形成基板に用いられるガラス繊維織布に熱硬化
性のエポキシ樹脂等を含浸し乾燥等の方法によりＢステージ状態としたいわゆるプリプレ
グである。基板材料１２には熱ロール等を用いたラミネート法によりフィルム１７を両面
に張り付ける。
【０００５】
　基板材料１２はガラス繊維織布を補強材として用いエポキシ樹脂を主体とするワニスを
含浸して乾燥することでＢステージ化した厚み１００μｍのプリプレグである。
【０００６】
　フィルム１７には厚み２０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用いた。必
要に応じてフィルム１７にはエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂をコーティングしても良い。
【０００７】
　次に、レーザ等の加工法により基板材料１２にビア穴１８を形成 (図４（ｂ） )した後に
銅粉等の導電性粒子と熱硬化性樹脂、硬化剤、溶剤などを混練しペースト状にした導電性
ペースト１３を充填して図４（ｃ）に示す構成を得る。
【０００８】
　その後にフィルム１７を剥離することで、図４（ｄ）に示すような導電性ペースト１３
が突出した形状を得る。
【０００９】
　その両側に銅箔１９を配置して熱プレス装置（図示せず）によって加熱加圧することで
、図４（ｅ）に示すように基板材料１２は熱硬化し、導電性ペースト１３は圧縮されて表
裏の銅箔１９が電気的に接続される。その際に、基板材料１２に含浸したエポキシ樹脂は
流動し外側に流出する。
【００１０】
　その後に端部の余分な部分を切り落として図４（ｆ）のような形状とし、さらにエッチ
ングなどの方法で銅箔１９を所望のパターンに加工して回路１５とし、図４（ｇ）に示す
ような両面の回路形成基板を作成し、所望の製品サイズに切り分けて回路形成基板として
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の製品を得る。
【００１１】
　図４では、通常回路形成基板に配設する外層部のソルダーレジストあるいは回路１５へ
のめっき処理等の仕上げ処理は図示していないが、必要に応じて配設する。
【００１２】
　また、多層回路形成基板を製造する際は、図５に示すようにいったん完成した両面の回
路形成基板の上下に導電性ペースト１３を充填した基板材料１２と銅箔１９を、位置合わ
せをしながら重ね合わせて熱プレスすることで、多層回路形成基板を得ることが出来る。
【００１３】
　なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知
られている。
【特許文献１】特開平６－２６８３４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、上記のような回路形成基板の製造方法では、熱プレス装置等を用いて導
電性ペーストを加熱加圧する際に、以下に述べるような課題が発生する。
【００１５】
　すなわち、図４で説明した従来の回路形成基板の製造方法を導電性ペーストによる電気
的接続に注目して詳細に観察すると、図６（ａ）に示すように導電性ペースト１３を配設
した基板材料１２の両面に銅箔１９を配置し金属板１４に挟み込んで、図中上下方向に加
熱加圧して圧縮成型した場合に、図６（ｂ）に示すように導電性ペースト１３は圧力を受
けて変形し歪な形状となる。
【００１６】
　その後図６（ｃ）に示すように回路１５を形成して回路形成基板とした場合に、高密度
な回路形成基板においては、歪に変形した導電性ペースト１３によって隣接する層間接続
部の絶縁間距離が縮まり電気的絶縁性が損なわれる場合がある。
【００１７】
　また、加熱加圧された場合には基板材料１２に含まれる樹脂成分等の流動も同時に起こ
るために、導電性ペーストに過度の圧力が加わると、基板材料厚み方向の圧縮より基板材
料面内方向への導電性ペーストの拡がりが主体的になってしまい、結果的に導電性ペース
トの導電粉が強固に圧接されずに十分な電気的接続が形成できない場合がある。この現象
は基板材料１２の厚みに対してビア穴１８の径が小さくなった場合に顕著に現れる。
【００１８】
　また、図５に示したような多層回路形成基板を製造する場合においては、コアとして用
いる回路形成基板の回路１５による凹凸や、コアとして用いる回路形成基板の厚みばらつ
き等により、その上に配置して加熱加圧により圧縮されるべき導電性ペースト１３の圧縮
はより不安定になり、上記した導電性ペーストの変形による課題は問題となり易い。
【００１９】
　以上のような理由から、小径のビア穴に対してや多層回路形成基板の製造等において、
導電性ペーストを安定に圧縮し良好な電気的な接続を得る方法が回路形成基板の製造方法
として要望されていた。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の回路形成基板の製造方法および回路形成基板の製造用材料においては、金属箔
に圧力吸収手段を設ける構成としたものである。
【００２１】
　この本発明によれば、小径のビア穴あるいは多層回路形成基板の製造等においても安定
した導電性ペーストの圧縮が出来るものである。
【００２２】
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　以上の結果として、導電性ペースト等を用いた層間の電気的接続の品質信頼性が大幅に
向上し、高密度で品質の優れた回路形成基板を提供できるものである。
【００２３】
　本発明の請求項１に記載の発明は、層間接続手段を配設した基板材料と金属箔もしくは
層間接続手段を配設した基板材料とコア回路形成基板と圧力吸収手段を備えた金属箔を重
ね合わせて積層物とする積層工程と、前記積層物を一体化する熱プレス工程とを備え、
前記圧力吸収手段は、基板材料に面する側の反対側の金属箔の表面に形成されている粗化
構造のものであることを特徴とする回路形成基板の製造方法としたものであり、熱プレス
工程での層間接続手段の変形等を防止する等の効果を有する。
【００２４】
　また、圧力吸収手段は、基板材料に面する側の反対側の金属箔の表面に形成されている
ことで、熱プレス工程での加圧力を圧力吸収手段で圧力を吸収し、導電性ペーストへの加
圧力の集中を効率的に防止するという効果を有し、さらに、粗化構造であることで、金属
により圧力吸収手段を形成することにより、適度な硬度の圧力吸収手段を形成することが
でき、層間接続手段の変形を防止しながら必要量の加圧力を層間接続手段に与えることが
出来る等の効果を有する。
【００２５】
　本発明の請求項２に記載の発明は、基板材料に面する側の表面粗さは、粗化構造の粗さ
より大であることを特徴とする請求項１に記載の回路形成基板の製造方法としたものであ
り、基板材料への接着強度と圧力吸収効果を両立できる等の効果を有する。
【００２６】
　本発明の請求項３に記載の発明は、熱プレス工程の後に金属箔に配設した圧力吸収手段
を除去する工程を備えたことを特徴とする請求項１に記載の回路形成基板の製造方法とし
たものであり、圧力吸収手段が回路形成基板の外層となった際に回路形成基板に部品実装
する妨げになることを防止する等の効果を有する。
【００２７】
　本発明の請求項４に記載の発明は、層間接続手段は、基板材料に設けられたビア穴に導
電性ペーストを充填して構成されたものであることを特徴とする請求項１に記載の回路形
成基板の製造方法としたものであり、導電性ペースト等の層間接続手段に対してダメージ
を与えること無く高品質、高密度の回路形成基板を提供することができる。
【００２８】
　本発明の請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の回路形成基板の製造方法を用いて
製造しかつ回路を有する回路形成基板を準備する工程と、前記回路形成基板の上下に層間
接続手段を配設した基板材料と金属箔とを重ね合わせて積層物を形成する工程と、前記積
層物を一体化する熱プレス工程とを備えたことを特徴とする回路形成基板の製造方法とし
たものであり、熱プレス工程での層間接続手段の変形等を防止する等の効果を有し、特に
回路に圧力吸収手段が残存し表面が粗化されている状態のまま使用することで、層間の接
着強度を保つ面等から有効である。
【００２９】
　本発明の請求項６に記載の発明は、基板材料と金属箔を積層し熱プレス工程で一体化し
て構成される回路形成基板に用いる金属箔を主体とする材料であって、前記金属箔に圧力
吸収手段を備え、前記圧力吸収手段は、基板材料に面する側の反対側の金属箔の表面に形
成されている粗化構造のものであることを特徴とする回路形成基板の製造用材料としたも
のであり、本材料を用いることで容易に層間接続手段の変形等の防止が出来る等の効果を
有する。
【００３０】
　また、圧力吸収手段は、基板材料に面する側の反対側の金属箔の表面に形成されている
ことであり、熱プレス工程での加圧力を圧力吸収手段で圧力を吸収し、導電性ペーストへ
の加圧力の集中を効率的に防止するという効果を有し、さらに、粗化構造であることで、
金属により圧力吸収手段を形成することにより、適度な硬度の圧力吸収手段を形成するこ
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とができ、層間接続手段の変形を防止しながら必要量の加圧力を層間接続手段に与えるこ
とが出来る等の効果を有する。
【００３１】
　本発明の請求項７に記載の発明は、基板材料に面する側の表面粗さは、粗化構造の粗さ
より大であることを特徴とする請求項６に記載の回路形成基板の製造用材料としたもので
あり、基板材料への接着強度と圧力吸収効果を両立できる等の効果を有する。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の回路形成基板の製造方法および回路形成基板の製造用材料においては、金属箔
に圧力吸収手段を設ける製造方法、及び製造用材料の構成としたものである。
【００３３】
　この本発明によれば、導電性ペースト等の層間接続手段を用いた回路形成基板の製造に
おいて、小径のビア穴を用いた場合や多層回路形成基板等の回路形成基板の製造が効率的
かつ高品質に行えるものである。
【００３４】
　特に、基板材料としてのプリプレグの補強材にガラス等の繊維を用いた織布を用いた場
合には、熱プレス工程等で加熱加圧した際に織布を構成するヤーンがずれて層間接続手段
にダメージを加えることを防止する等の効果を発揮するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施の形態について、図１から図３を用いて説明する。
【００３６】
　（実施の形態１）
　図１（ａ）～（ｄ）は本発明の第１の実施の形態における回路形成基板の製造方法およ
び回路形成基板の製造用材料を示す工程断面図である。
【００３７】
　まず、金属箔としての処理銅箔１は、回路形成基板の製造用材料であって、厚み１８μ
ｍの電解銅箔である。電解銅箔の製造時に硫酸銅水溶液中の陰極ドラム外側面は、電解作
用で銅が電着・成長する際に凹凸が出来、Ｒｚ（１０点平均粗さ）が約１０μｍの粗化面
（マット面）となる。
【００３８】
　また本発明の処理銅箔１は、マット面の反対側、すなわち陰極ドラム面（光沢面、シャ
イニィ面）側にも再度こぶ状の銅を析出させる粗化処理を施し、Ｒｚで約５μｍの凹凸を
形成して圧力吸収手段１ａを備えた構成である。
【００３９】
　次に、基板材料２は、プリプレグの両面にフィルムを張り付け、レーザ等の加工法によ
り基板材料２にビア穴を形成し、導電性ペースト３を充填した後にフィルムを剥離するこ
とで層間接続手段を配設した構成である。
【００４０】
　図１（ａ）に示すように、積層工程において基板材料２と処理銅箔１を重ねて配置し、
次に図１（ｂ）に示すように、ＳＵＳ等の金属板４に挟み込んで積層物とし、それを熱プ
レス工程で加熱加圧して一体化する。
【００４１】
　図１（ａ）の状態で配置する際に、処理銅箔１のマット面（Ｒｚ：約１０μｍ）は基板
材料２に面する側になるよう配置することで、その反対側のシャイニィ面（Ｒｚ：約５μ
ｍ）は圧力吸収手段１ａとして機能する。この粗化構造を備えた構成により、基板材料２
と処理銅箔１の熱プレス後の接着強度と後述する圧力の吸収作用を両立させる意味合いで
有効である。また、処理銅箔１の表面粗さは、基板材料２に面する側（マット面）が、そ
の反対面（シャイニィ面）より大であることが望ましい。
【００４２】
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　加熱加圧時には図１（ｂ）に示すように、処理銅箔１の外側の粗化部である圧力吸収手
段１ａがつぶされて圧力を吸収する。この作用が無いと導電性ペースト３に加圧力が集中
し、従来例で述べたような課題が発生する。
【００４３】
　処理銅箔１の圧力吸収手段１ａ（粗化部）がつぶれて、樹脂流動等により厚みの減少し
た基板材料２上の処理銅箔１の高さと導電性ペースト３上の処理銅箔１の高さがほぼ同一
になった時点からは有効に導電性ペースト３に圧力が加わり、導電性ペースト３中の銅粒
子と処理銅箔１の内側の粗化面が圧接され安定な電気的接続が得られる。
【００４４】
　次に、図１（ｃ）に示すように処理銅箔１をエッチングして所望形状の回路５を形成し
て回路形成基板１０を得る。
【００４５】
　さらに、図１（ｄ）に示すように回路５の表面の圧力吸収手段１ａ（粗化部）をバフ研
磨あるいは軽度のエッチング等の手法を用いて光沢化、すなわち除去し、半田付け時の濡
れ性を向上させる。
【００４６】
　ソルダーレジストを形成する際は、形成後に圧力吸収手段１ａを除去する工程を経て光
沢化しても良い。また、エッチングにより回路５を形成する前に光沢化を行うことも可能
である。
【００４７】
　ただし、図２に示したような多層回路形成基板を製造する過程において、コア回路形成
基板として本実施の形態の回路形成基板１０を使用する際は、図１（ｃ）の状態、すなわ
ち回路５が形成された処理銅箔１に圧力吸収手段１ａが残存し表面が粗化されている状態
のまま使用することが層間の接着強度を保つ面等から有効である。
【００４８】
　なお多層の回路形成基板の製造方法は、まず図２（ａ）に示すように、本実施の形態で
製造した回路形成基板１０をコア回路形成基板として準備する。
【００４９】
　次に、図２（ｂ）～（ｄ）に示すように、コア回路形成基板１０の上下に、導電性ペー
スト３が充填された層間接続手段を配設した基板材料２と、圧力吸収手段１ａを備えた処
理銅箔１を、位置合わせをしながら重ね合わせて積層物とし、それを熱プレス工程で一体
化する。その後表層に回路５を形成することで、多層の回路形成基板を得ることが出来る
（図２（ｅ））。
【００５０】
　（実施の形態２）
　図３に示す回路形成基板の製造用材料は片面を粗化した処理銅箔１の光沢面（シャイニ
ィ面）側に圧力吸収手段としての変形層６を形成したものである。
【００５１】
　変形層６には有機材料、無機材料の種々の材質を用いることが可能であるが、熱プレス
工程にて変形する材質、または処理銅箔に用いた銅材料より硬度が低いことがその機能か
らして望ましい。
【００５２】
　発明者の検討では、耐熱性の良いエポキシ樹脂やシリコン樹脂の皮膜をキャスティング
もしくはカーテンコート等の方法で、１０μｍ程度の厚みに形成した変形層６を備えた処
理銅箔１を準備し、それを実施の形態１で説明した回路形成基板の製造方法において使用
した結果、同等の効果を確認している。
【００５３】
　また、本発明は上記したような導電性ペーストを用いた回路形成基板の製造において格
別の効果をもたらすが、導電性ペーストを用いない回路形成基板の製造においても、層間
接続手段としてめっき等を用いた際に、めっきを施した後に熱プレスを行い積層する際に
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めっきによる層間接続部が加圧によりダメージを受けることを回避できる等の効果がある
。
【００５４】
　以上述べた実施の形態１から２で基板材料すなわちプリプレグとして説明した材料の例
としては、通常のガラス繊維織布あるいは不織布に熱硬化性樹脂を含浸しＢステージ化し
たものを用いることが可能でガラス繊維の代わりにアラミド等の有機繊維を採用すること
もできる。
【００５５】
　またプリプレグに代えてＢステージフィルムもしくはポリイミド等の樹脂フィルムと接
着剤からなるＢステージ材料の使用も可能である。
【００５６】
　また、織布と不織布を混成した材料、たとえば２枚のガラス繊維の間にガラス繊維不織
布を挟み込んだような材料を補強剤として用いることも可能である。
【００５７】
　また、本発明の実施の形態で基板材料もしくは熱硬化性樹脂と記述した部分の熱硬化性
樹脂の例としては、エポキシ系樹脂、エポキシ・メラミン系樹脂、不飽和ポリエステル系
樹脂、フェノール系樹脂ポリイミド系樹脂、シアネート系樹脂、シアン酸エステル系樹脂
、ナフタレン系樹脂、ユリア系樹脂、アミノ系樹脂、アルキド系樹脂、ケイ素系樹脂、フ
ラン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、アミノアルキド系樹脂、アクリル系樹脂、フッ素系樹
脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂、シアネートエステル系樹脂等の単独、あるいは２種
以上混合した熱硬化性樹脂組成物あるいは熱可塑性樹脂で変性された熱硬化性樹脂組成物
を用いることができ、必要に応じて難燃剤や無機充填剤の添加も可能である。
【００５８】
　また、多層回路形成基板を製造する際にも本発明の適用は、特に有効である。
【００５９】
　その際には多層回路形成基板の全ての層に本発明の内容を適用しなくても、例えば比較
的層間接続手段にダメージの加わりやすい外層部、すなわち１０層基板であれば１０層目
のみもしくは８層目と１０層目に本発明の内容を適用することでも効果を得ることができ
る。
【００６０】
　また、層間接続手段として導電性ペーストを用いて説明したが、導電性ペーストとして
は銅粉等の導電性粒子を硬化剤を含む熱硬化性樹脂に混練したものの他に、導電性粒子と
熱プレス時に基板材料中に排出されてしまうような適当な粘度の高分子材料、あるいは溶
剤等を混練したものもしくは異方導電性接着剤等多種の組成が利用可能である。
【００６１】
　さらに、導電性ペースト以外にめっき等により形成したポスト状の導電性突起や、ペー
スト化していない比較的大きな粒径の導電性粒子を単独で層間接続手段として用いること
も可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上述べたように、本発明の構成によれば導電性ペースト等の層間接続手段に対してダ
メージを与えること無く熱プレス等の積層工程を実施出来、導電性ペースト等の層間接続
手段を用いた層間の電気的接続の品質信頼性が大幅に向上し、高品質の高密度回路形成基
板を提供できるものであり、産業上の利用可能性は大といえる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施の形態１における回路形成基板の製造方法を示す工程断面図
【図２】同実施の形態における回路形成基板の製造方法を示す工程断面図
【図３】本発明の実施の形態２における回路形成基板の製造用材料を示す断面図
【図４】従来例における回路形成基板の製造方法を示す工程断面図
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【図５】従来例における回路形成基板の製造方法を示す工程断面図
【図６】従来例における回路形成基板の製造方法を示す工程断面図
【符号の説明】
【００６４】
　１　処理銅箔
　１ａ　圧力吸収手段
　２　基板材料
　３　導電性ペースト
　４　金属板
　５　回路
　６　変形層
　１０　回路形成基板
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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